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障害児福祉手当（20歳未満）
特別障害者手当（20歳以上）について

【制度概要】

※手当受給中の方でも上記の支給要件等を満たさなくなった場合には、資格喪失または支給が制限されます。

障害児福祉手当

特別障害者手当

障害児福祉手当 月額１４，６５０円（平成３０年度）

月額２６，９４０円（平成３０年度）特別障害者手当
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【お問い合わせ】
申請手続きに関して：南風原町役場　保健福祉課　　　　　☎８８９－４４１６
認 定 等 に 関 し て：沖縄県南部福祉事務所　地域福祉班　☎８８９－６３６４

精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする
20歳未満の在宅の障がい児で、福祉事務所長の認定を受けた方。
ただし、以下の場合は対象になりません。
（１）施設に入所（通所を除く）している場合
（２）政令で定める公的年金を受給している場合

精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要
とする20歳以上の在宅の障がい者で、福祉事務所長の認定を受けた方。
ただし、以下の場合は対象になりません。
（１）施設に入所（通所を除く）している場合
（２）病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合

手当を請求する方（支給対象者）、その配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合には手
当の支給が制限されます。

毎年２月、５月、８月、１１月の年４回、支給月の前月までの3ヶ月分があらかじめ届け出た預金口座
に振り込まれます。

手当を受給するには認定申請が必要です。
申請に必要な書類（診断書様式、手当認定請求書等）は南風原町役場保健福祉課の窓口に備えています
ので、お問い合わせください。

　沖縄県では、重度の障害のため日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい児（者）
に対し、重度の障害によって生じる特別な負担の軽減を図る一助として、それぞれの手当における認定基準
を満たしている場合、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しています。
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（後方左より）

佐久川 大輝、與那覇 譲慈、

兼城 優乃、賀数 りち、

古堅 結佳

（前方左より）

藤原 望夢、波照間 永遠、

知念 未夢、名嘉 亜咲妃、

仲村 真穂
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ハワイで紹介する
沖縄の事について
スライドを作成し
ます。

『文化センターにて
移民の講話』
世界各国に移民し
た偉人について学
びました。

『英会話』
英語でハワイ
について
聞きます。

ハワイで披露する
レク踊りを練習中

第25回 南風原町青少年国際交流事業第25回 南風原町青少年国際交流事業
　南風原町では、青少年を海外に派遣し、教育・文化等の視察学習やホームステイ及び現地公立校へ
の体験入学を通して、国際化時代に対応しうる青少年の育成を目的に、国際交流事業を行っています。
この事業はアメリカ合衆国ハワイ州とカナダ国レスブリッジ市を交互に訪問します。今年派遣される
ハワイ本研修では、現地のミドルスクールやホームステイの体験、また現地視察を行います。その際に、
ハワイの基礎知識として文化、歴史、通貨、マナー、食事、地理等を把握し自分自身で研修目的を持
つことで、より深い研修になるよう各団員でハワイや移民の歴史について勉強中です。
　赤嶺正之町長を団長として、10月 18日（木）～ 27日（土）の日程でハワイ本研修を行います。


